
２０２０年（令和２年）１２月１６日 （水曜日） （８）

　今年も師走に入り、いよいよ令和２年も終わろう

としています。今年は、２度目の東京オリンピック

の年であり、競技会が開催され、その話題で持ち切

りとなるはずだったのですが、コロナウイルスの世

界的蔓延により大会は、延期となりオリンピック大

会だけでなく、我々の生活自体も大きく変わらざる

を得ない状況となってしまいました。

　家庭内だけでなく社会における経済活動について

も、営業活動の自粛や面会での会議の中止によるテ

レワーク、ウェブ会議などへの移行が進み、非日常

が日常になってしまいコミュニケーションをとるに

も簡単には取りづらい状況になってしまいました。

　我々、技術士会の活動においても、各種会合につ

いては、密集を避けるために中止とせざるを得ず、

活動の停滞が懸念され苦慮する１年でありました。

そのような中でも、ＩＴの新技術が次々と生み出さ

れ、テレワークなど在宅勤務を可能にし、政府の推

奨する『働き方改革』により押し進める結果となっ

ています。

　我々建設分野においても急速な情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）の革新により建設ＩＣＴと呼ばれ業界内では、

新たな建設生産システム（i-Construction）の推進

に取り組んでいるところです。新たな建設システム

とは、ロボット技術・情報通信技術やレーザー、マ

イクロ波を利用したモニタリング技術を利用し他技

術、例えばＵＡＶやレーザースキャンを利用した3

次元計測などは、我々の身近な技術として定着しつ

つあります。それらのＩＣＴ技術を利用し生産性の

向上による働き方改革や品質の向上を図っていると

ころで、今後、生産技術の大きな転換を迎えようと

しています。

　そこで、我々が21世紀に取り組むこれからの社会

資本整備の課題としては、今まで建設一辺倒で計画

・施工された施設の長寿命化やストックの利活用、

自然や環境への調和、高度情報化の推進、高齢化社

会への対応、防災を念頭に置いた安全で快適な生活

空間の創生と国土基盤整備などがあげられるが、こ

れらの課題は、いずれも緊急性が高いもので、経費

削減をして実現することが技術者としての役目であ

りまた、ビジョンを示すことが重要だと考えます。

　現在の社会資本の特徴としては、社会資本の絶対

量が不足していた時代から、ある程度の水準まで整

備された状況へと移行しています。画一的な大量生

産から単品生産への移行が進み、コストだけでなく

性能についてもその場所に応じた性能が求められ創

意工夫が求められるようになりました。しかし、計

画から施工に至るまでの期間が長く、供用期間も長

いことから生産技術の開発には、単純な変革では対

応できない長期的な研究開発が必要です。

　また、社会資本整備の流れとしては、設計、積算、

発注、施工の流れがあり、性能規定に基づいた個別

案件の最適な提案力、関係者の共同開発、技術的コ

ミュニケーションの確立が重要と考えます。今後は、

このビジョンに基づいた計画を進め、より良き業界

を目指したいと考えています。
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　滝沢市は、アセットマネジメン

ト運用計画の策定などを行う「滝

沢公共下水道計画的改築事業実施

のための検討業務」の事業者を選

定するため、公募型プロポーザル

により審査を実施。その結果、オ

リジナル設計・ナカノアイシステ

ム特定業務コンソーシアムを最優

秀者に選定した。次点者はアジア

航測だった。

　同業務は、下水道管路施設の維

持管理業務などにおける質的向上

を図るとともに、「下水道法に基づ

くストックマネジメント計画更

新」や「下水道アセットマネジメ

ントの導入」などを見据え、効率

的な下水道施設管理機能を整備

し、必要な下水道施設情報を蓄積

することで、最適な更新シミュレ

ーションを算定し、安定的な下水

道経営を行うため、アセットマネ

ジメント運用計画を策定すること

を目的としている。履行期限は、

22年12月10日までとなっている。

　20年度は、下水道施設管理にお

ける課題の整理や下水道施設管理

に必要となる情報・機能などの検

討、アセットマネジメント基本計

画の策定に取り組む方針。21年度

は、既存施設データや維持管理デ

ータの整理、下水道施設と維持管

理情報管理機能の構築を行う。

　22年度には、維持管理データ整

理や工事台帳および資産台帳管理

機能の構築、ストックマネジメン

ト計画支援機能の構築に加え、ア

セットマネジメント運用計画を策

定する。

　公共下水道施設の概要を見る

と、10月１日時点の概算数量で▽

管路延長20万9379.5㍍▽マンホー

ル個所数6319カ所▽ます個所数１

万4123カ所▽マンホールポンプ個

所数28カ所▽排水設備登録数１万

4768カ所▽工事台帳登録数496件

―など。全体計画面積は1355㌶で、

事業計画面積830㌶、供用開始面

積763㌶となっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　県土整備部道路環境課は、本県

における自転車を活用した環境負

荷の低減、健康増進、観光振興な

どの促進に向けて、「県自転車活用

推進計画」を策定する。このほど

同計画の素案を公表した。「利用環

境」などの四つの取り組み分野を

設定し、各分野ごとに具体的な施

策を盛り込んでいる。県では現在

素案に対するパブリックコメント

を行っており、来年２月の検討委

員会での検討と２月定例会への報

告を経て、年度内の計画策定を目

指す。

　計画期間は、国の「自転車活用

推進計画」（国自転車計画）の次

期計画予定期間と合わせて、21～

25年度の５カ年とし、県全域を対

象地域とする。本県の自転車を取

り巻く現状と課題を踏まえて、取

組分野として①利用環境②健康づ

くり③観光振興④安全安心―の４

項目を設定。取組分野ごとの目標

は、①自転車の利用拡大のための

環境創出②自転車利用の促進によ

る健康増進③サイクルツーリズム

等の推進による観光振興④自転車

を安全に安心して利用できる社会

の実現―となっている。

　それぞれの取組分野において

は、目標を実現するための施策が

盛り込まれており、①利用環境（自

転車の利用拡大のための環境創

出）では、施策１「自転車通行空

間等の整備・維持管理の推進」と

施策２「まちづくりと連携した自

転車利用環境の整備の推進」の二

つの施策が実施される。

　具体的に見ていくと、施策１に

は▽自転車通行空間等の整備▽自

転車通行空間・自転車道線等の適

切な維持管理▽道路標識・道路標

示などの改善、施策２には▽市町

村自転車計画の策定支援▽市町村

による路外駐車場の整備等に対す

る支援▽地域のニーズに対応した

駐輪場の整備促進―などが盛り込

まれている。

　施策１のうち自転車通行空間等

の整備では、市町村の自転車ネッ

トワーク計画に自転車通行空間の

整備が必要な区間として位置付け

られた道路や広域的なサイクリン

グルート、自転車通学ルートなど

を対象に、自転車歩行者道などの

整備、無電柱化、路面標示などを

することで自転車通行空間の整備

を推進。また自転車が通行できる

歩道などについて、自転車と歩行

者双方の安全で快適な通行を確保

するため、自転車通行範囲をカラ

ー舗装や区画線などで明示するこ

とで自転車と歩行者の分離を図

る。

　施策１の中ではこのほか、舗装

補修や除草等の適切な維持管理、

道路管理者と交通管理者が連携し

ての適切な道路標識や道路標示等

の設置・運用の推進なども行うと

している。施策１の指標としては、

25年度の県管理道路における自転

車通行空間の整備延長16.0㌔（19

年度０㌔）が挙げられている。

　このほかの取組分野における実

施事項を見ていくと、②では自転

車関連の大会・イベント開催の促

進▽自転車を活用した運動習慣の

定着による体力の維持・向上など、

③では▽官民連携による広域的な

サイクリングルートの設定▽道の

駅等のサイクリング環境の向上な

ど、④では▽安全な自転車利用の

促進に向けた交通安全指導▽児童

生徒の安全な自転車利用の促進に

向けた交通安全教室の開催―など

が盛り込まれている。

　この計画は国自転車計画の県版

として策定するもの。国自転車計

画は、自転車の活用による環境負

荷の低減、災害時における交通機

能の維持、国民の健康増進を図る

ことなどの重要な課題に対応する

ために17年度に施行した「自転車

活用推進法」の基本理念に従い、

自転車の利用推進に関する施策を

総合的・計画的に推進することを

目標に策定されている。

　都道府県は、国自転車計画を勘

案して区域の実情に応じた都道府

県版計画を定めるように努めるこ

とが求められていることから、自

転車を活用した環境負荷低減、健

康増進、観光振興などを促進する

ことを目的として、県計画を策定

する。本県の自転車に関する諸施

策の指針となるほか、市町村が計

画を策定する際の参考にもされ

る。

　県はこのほど計画の素案を公表

し、来年１月６日まで素案に対す

るパブリックコメントを実施して

いる。２月中旬に開かれる「県自

転車活用推進計画検討委員会」の

第３回委員会で最終案の検討を行

った上で、３月上旬の県議会２月

定例会の商工建設委員会に報告

し、年度内の計画策定を目指す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　県沿岸広域振興局大船渡地域振

興センターは15日付で、綾里漁港

海岸高潮対策（防潮堤付属設備）

工事を公告した。参加申請書の提

出は23日正午まで。入札は21年１

月13日午後５時までで、開札は翌

14日午後１時に予定されている。

　同工事では大船渡市三陸町綾里

地内の同漁港において、鋼製階段

４基（１号～４号階段）を施工す

る。工期は21年３月15日までで、

予定価格は１億2759万2000円。

　入札参加資格は、▽鋼工作物工

事資格者▽05年４月１日以降に、

元請けとして、河川または海岸に

おける同種工事「鋼製階段工事」

または類似工事「水門または陸閘

に係るゲート設備工事」の製作お

よび据付工事（新設または更新工

事に限る）を施工した実績を有す

ること―などを設定している。

県大船渡地域振興センター　　　

　県沿岸広域振興局大船渡地域振

興センターは15日付で、総合評価

落札方式で実施する綾里漁港海岸

高潮対策（防潮堤付属設備）工事

など２件を公告した。入札参加希

望者は入札参加申請書を電子入札

システムにより23日正午までに提

出すること。入札は来年１月13日

を予定している。

▽下山地区県単独治山災害復旧工

事（簡易２型）

施行地　大船渡市三陸町越喜来字

下山地内

工　期　2021年３月31日まで

工事内容　土工１式、法枠工665.

2㎡、仮設工１式

予定価格　2362万1000円

入札参加資格　法面処理工事資格

者で、県南広域振興局（本局、

花巻地区、北上地区、一関地区）、

沿岸広域振興局（本局、大船渡

地区）の区域に建設業法に基づ

く主たる営業所を有すること。

吹付工に従事する技術者および

作業員の２分の１以上は自社

（連結決算会社または専ら自社

の下請けを行っている完全協力

会社を含む）雇用の者を配置で

きること

▽綾里漁港海岸高潮対策（防潮堤

付属設備）工事（簡易２型）

施行地　大船渡市三陸町綾里地内

工　期　2021年３月15日まで

工事内容　鋼製階段４基

予定価格　１億2759万2000円

入札参加資格　鋼工作物工事資格

（７面へつづく）


